
ご寄付ありがとうございました
日頃の皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
令和7年12月1日から令和8年2月28日までのご寄付を掲載しています。（順不同・敬称略）

【物品】
◎21世紀会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ タオルなど　  　　※市内福祉施設へ配付します。
◎稲沢市更生保護女性会・・・・・・・・・・・・・・・・ 雑布  　　　※市内福祉施設へ配付します。
◎TG SPORTS㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 食品　　※生活困窮者支援にて活用します。
◎㈱UCS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 食品　　※生活困窮者支援にて活用します。
◎豊田合成㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 食品　　※生活困窮者支援にて活用します。
◎三菱電機トレーディング㈱・・・・・・・・・・・・・・ 食品　　※生活困窮者支援にて活用します。

【社会福祉基金】
◎千代田仏教会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
◎㈱UCS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59,391円
◎匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円

　市役所東庁舎1階　社協相談室
　毎月2組まで
　市内在住・在勤のかた
　事前予約制です。（先着順）
　開催日2か月前の月初日から電話にて受付
　（ただし、土日・祝日の場合は、翌日（平日）からの受け付けとなります。）
　4～6月の予約は、4月6日（月）から受け付けます。
　　お問い合せ、申し込みは、
　　成年後見センター（☎0587-22-5565）まで
　・原則、相談はお一人様、年間1回まででお願いします。
　・相談には、本センター職員も同席いたします。　
　・諸事情により、相談員が変更になる場合があります。

■相談会開催日
開催日 相談員

4月23日（木）
5月28日（木）
6月25日（木）
7月23日（木）
8月27日（木）
9月24日（木）

弁護士
行政書士
司法書士
社会福祉士
弁護士
行政書士

稲沢市成年後見センター　無料相談会のご案内稲沢市成年後見センター　無料相談会のご案内
成年後見センターでは、成年後見制度などに関するご相談を専門職が無料でお受けします。成
年後見制度の利用を検討するかた、または既に後見人などに就任しているかたで支援内容など
について相談したいかたは、ぜひご活用ください。

〇弁護士・司法書士・行政書士による相談
主に成年後見制度利用に伴う法律関係など
（相続、遺言など含む）に関するご相談

〇社会福祉士による相談
主に成年後見人などが行う身上保護など
（生活、療養看護に関する事務）に関するご相談

①13:00～②14:15～（相談時間1時間程度）
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